
 

 

45.4%となっており、特に従

業員数 100 人未満の企業で

は 18.2%に留まっているこ

とから、従業員規模が小さい

企業ほど、対策が進んでいな

いことが明らかになってい

ます。 

◆マニュアルの内容は？ 

マニュアルは、職場のパワ

ーハラスメントを予防・解決

するために、（１）トップの

メッセージ、（２）ルールを

決める、（３）実態を把握す

る、（４）教育する、（５）周

知する、（６）相談や解決の

場を提供する、（７）再発を

防止する、の７つの項目が掲

げられています。 

これら（１）～（７）の実

施を 20 社の企業が行い、そ

のフィードバックを参考に

ポイントや規定例等を盛り

込みつつ解説しています。な

お、マニュアルには、従業員

アンケートのひな形や社内

研修用のレジュメ、ハラスメ

ント相談対応者が使う相談

記録票などの資料も豊富に

収録されています。 

 

◆放置せず予防・解決に向け

ての取組みを！ 

職場のパワーハラスメン

トは、近年、都道府県労働局

や労働基準監督署等への相

談が増え続けています。ま

た、ひどい嫌がらせ等を理由

とする精神障害等での労災

保険の支給決定件数が増加

しているなど、社会的な問題

として表面化しています。 

これらの問題を放置した

場合には貴重人材を失うば

かりでなく、企業側が裁判で

責任を問われることもあり

ます。こうした悪い影響や損

失を回避するためにも、本マ

ニュアルを活用してパワー

ハラスメントの予防・解決に

向けた取組みを行うべきで

しょう。 

 

深刻化する「ブラックバ

イト」の実態は？ 
◆「ブラックバイト」とは？ 

学生のアルバイトに過重

な働き方を強要させ、学業等

の学生生活に支障をきたし

てしまう「ブラックバイト」

が深刻化しています。 

ブラック企業対策プロジ

ェクトは、昨年7月にアルバ

イト経験のある大学生に調

査を行い、「3割弱の学生が

週20時間以上のアルバイト

就労」「4人に1人が会社の都

合で勝手にシフトを入れら

れている」「不当な扱いの経

験率は７割弱」との実態を公

表しました。 

これらの他にも、「ノルマ

の未達成を理由に商品の買

い取り」「上司からのパワハ

ラ・セクハラ」などが挙げら

れており、違法行為が存在し

ている可能性もあるとして問

題となっています。 

 

◆学生がアルバイトを辞めら

れない理由とは？ 

では、なぜこういった事態

が起こっているのでしょう

か。 

理由の 1つは、学費の高騰、

仕送り額の減少、奨学金制度

の不備などによって、多くの

学生は、収入がなければ学生

生活を送ることが困難な状況

になっていることです。 

こうした学生の経済事情に

つけ込み、アルバイトに正社

員並みの義務やノルマを課し

たり、違法な労働をさせたり

する企業が増加しています。 

また、学生の責任感の強さ

を利用してあえて重い責任の

仕事を与えたり、職場での人

間関係を密にしてバイト先を

学校以上の居場所にさせたり

といったことが意図的に行わ

れている場合もあります。 

 

◆最新の動向は？ 

厚労省は 4月から、学生が

アルバイトをする際にトラブ

ルに巻き込まれることがない

よう、労働基準法などに関す

る知識を持ってもらう「アル

バイトの労働条件を確かめよ

う！」というキャンペーンを

始めました。 

 

 

 

 

 

からない」が７％となるな

ど、マイナンバーへの理解が

まだまだ進んでいないこと

がわかります。 

◆内閣府が公表したマイナ

ンバーに関するリーフレッ

ト 

国でも「社会保障・税番号

制度ホームページ」としてマ

イナンバーに関するページ

を各省庁で設けて情報の周

知に努めているようですが、

この度、内閣府がマイナンバ

ーに関するリーフレットを

作成しました。「概要」と「事

業所向け」の構成にわかれて

おり、社内対応や社内研修を

行ううえでも参考となる資

料となっています。 

内閣官房「社会保障・税番

号制度ホームページ」をご覧

いただくと随時新しい情報

や資料がアップされていま

すので、自社の対応を検討す

るうえでも参考になること

でしょう。  

◆自社の対策はどうする？ 

マイナンバー対応を行う

うえでは、制度の概要や実務

への影響などを整理して理

解するのはなかなか難しい

面もあります。 

各種セミナーや書籍等から

情報を入手し、自社の現状に

合わせて社内スケジュール

を組みながら対策を講じて

いく必要があるでしょう。 

 
厚労省が「パワーハラス

メント対策導入マニュア

ル」を公開 

◆パワハラの対策マニュア

ルを初めて公表 

厚生労働省は、企業内でパ

ワーハラスメント対策に取

り組む際の参考となる「パワ

ーハラスメント対策導入マ

ニュアル」を初めて作成しま

した。 

マニュアルは同省のホー

ムページでダウンロードで

きるほか、都道府県労働局や

労働基準監督署、労使団体な

ど、全国で 5 万部が配布され

るとのことです。 

 

◆規模の小さい会社ほど対

策が進んでいない 

2012 年度に実施された

「職場のパワーハラスメン

トに関する実態調査」による

と、80%以上の企業が「職場

のパワハラ対策は経営上の

重要な課題である」と考えて

いるにもかかわらず、「予

防・解決のための取組み」を

行っている企業は全体の

企業のマイナンバー対応

の現状と内閣府公表リー

フレット 

◆7 割の企業で対応が進んで

いない 

本年 10 月に迫ったマイナ

ンバーの通知ですが、最近で

は新聞やテレビなどでもマ

イナンバー制度開始の話題

が取り上げられることが多

くなってきました。企業にも

早めの対応が求められてい

るところです。 

アンケート結果によると、

2016 年１月の制度開始に向

けた対応について、「既に取

り組んでいる」（3％）と「計

画中」（28％）の回答は計

31％にとどまり、大半の企業

が未着手という結果になっ

たそうです。 

◆中小企業、東京以外の企業

では準備が遅れている 

規模別・地域別で比べてみ

ると、従業員数 301 人以上の

企業、東京地域の企業では約

半数が対応に着手し始めて

いるのに対し、100 人未満、

東京以外の企業では準備が

遅れているという結果とな

っています。 

また、未着手の理由として

は「何をすべきか分からな

い」が 41％、「制度自体が分
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